
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
五
十
七
号

義
務
教
育
諸
学
校
に
お
け
る
教
育
の
政
治
的
中
立

の
確
保
に
関
す
る
臨
時
措
置
法

（
こ
の
法
律
の
目
的
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
教
育
基
本
法
（
平
成
十
八
年
法

律
第
百
二
十
号
）
の
精
神
に
基
き
、
義
務
教
育
諸
学
校

に
お
け
る
教
育
を
党
派
的
勢
力
の
不
当
な
影
響
又
は
支

配
か
ら
守
り
、
も
つ
て
義
務
教
育
の
政
治
的
中
立
を
確

保
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
に
従
事
す
る
教
育
職
員
の
自

主
性
を
擁
護
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
義
務
教
育
諸
学
校
」
と

は
、
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六

号
）
に
規
定
す
る
小
学
校
、
中
学
校
、
義
務
教
育
学

校
、
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
又
は
特
別
支
援
学
校

の
小
学
部
若
し
く
は
中
学
部
を
い
う
。

２
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
教
育
職
員
」
と
は
、
校
長
、

副
校
長
若
し
く
は
教
頭
（
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程

又
は
特
別
支
援
学
校
の
小
学
部
若
し
く
は
中
学
部
に
あ

つ
て
は
、
当
該
課
程
の
属
す
る
中
等
教
育
学
校
又
は
当

該
部
の
属
す
る
特
別
支
援
学
校
の
校
長
、
副
校
長
又
は

教
頭
と
す
る
。
）
又
は
主
幹
教
諭
、
指
導
教
諭
、
教
諭
、

助
教
諭
若
し
く
は
講
師
を
い
う
。

（
特
定
の
政
党
を
支
持
さ
せ
る
等
の
教
育
の
教
唆
及
び

せヽ
んヽ
動
の
禁
止
）

第
三
条
　
何
人
も
、
教
育
を
利
用
し
、
特
定
の
政
党
そ
の

他
の
政
治
的
団
体
（
以
下
「
特
定
の
政
党
等
」
と
い

う
。
）
の
政
治
的
勢
力
の
伸
長
又
は
減
退
に
資
す
る
目

的
を
も
つ
て
、
学
校
教
育
法
に
規
定
す
る
学
校
の
職
員

を
主
た
る
構
成
員
と
す
る
団
体
（
そ
の
団
体
を
主
た
る

構
成
員
と
す
る
団
体
を
含
む
。
）
の
組
織
又
は
活
動
を

利
用
し
、
義
務
教
育
諸
学
校
に
勤
務
す
る
教
育
職
員
に

対
し
、
こ
れ
ら
の
者
が
、
義
務
教
育
諸
学
校
の
児
童
又

は
生
徒
に
対
し
て
、
特
定
の
政
党
等
を
支
持
さ
せ
、
又

は
こ
れ
に
反
対
さ
せ
る
教
育
を
行
う
こ
と
を
教
唆
し
、

又
は
せヽ
んヽ
動
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
罰
則
）

第
四
条
　
前
条
の
規
定
に
違
反
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の

懲
役
又
は
三
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

（
処
罰
の
請
求
）

第
五
条
　
前
条
の
罪
は
、
当
該
教
育
職
員
が
勤
務
す
る
義

務
教
育
諸
学
校
の
設
置
者
の
区
別
に
応
じ
、
次
に
掲
げ

る
も
の
の
請
求
が
な
け
れ
ば
公
訴
を
提
起
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
。

一
　
国
立
大
学
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
二

号
）
第
二
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
国
立
大
学
に
附
属

し
て
設
置
さ
れ
る
義
務
教
育
諸
学
校
又
は
地
方
独
立

行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第

七
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
立
大
学
に

附
属
し
て
設
置
さ
れ
る
義
務
教
育
諸
学
校
に
あ
つ
て

は
、
当
該
大
学
の
学
長

二
　
公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
に
あ
つ
て
は
、
当
該
学

校
を
設
置
す
る
地
方
公
共
団
体
の
教
育
委
員
会

三
　
私
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
に
あ
つ
て
は
、
当
該
学

校
を
所
轄
す
る
都
道
府
県
知
事

２
　
前
項
の
請
求
の
手
続
は
、
政
令
で
定
め
る
。

附
　
則

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
を
経

過
し
た
日
か
ら
施
行
し
、
当
分
の
間
、
そ
の
効
力
を
有

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
三
一
年
六
月
三
〇
日
法
律
第
一

六
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
法
律
は
、
昭
和
三
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
地
方
自
治
法
第
二
十
条
、

第
百
二
十
一
条
及
び
附
則
第
六
条
の
改
正
規
定
、
第
二

条
、
第
四
条
中
教
育
公
務
員
特
例
法
第
十
六
条
、
第
十

七
条
及
び
第
二
十
一
条
の
四
の
改
正
規
定
、
第
五
条
中

文
部
省
設
置
法
第
五
条
第
一
項
第
十
九
号
の
次
に
二
号

を
加
え
る
改
正
規
定
中
第
十
九
号
の
三
に
係
る
部
分
及

び
第
八
条
の
改
正
規
定
、
第
七
条
、
第
十
五
条
、
第
十

六
条
及
び
第
十
七
条
中
教
育
職
員
免
許
法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
理
に
関
す

る
法
律
附
則
第
三
項
及
び
第
四
項
の
改
正
規
定
（
附
則

第
五
項
の
改
正
規
定
中
教
育
長
又
は
指
導
主
事
に
係
る

部
分
を
含
む
。
）
並
び
に
附
則
第
六
項
か
ら
第
九
項
ま

で
の
規
定
は
、
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関

す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
附

則
第
一
条
に
規
定
す
る
教
育
委
員
会
の
設
置
関
係
規
定

の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
九
年
六
月
一
日
法
律
第
七
〇

号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月

を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
五
月
八
日
法
律
第
五
四

号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
地
方
自
治
法
別
表
第
一

か
ら
別
表
第
四
ま
で
の
改
正
規
定
（
別
表
第
一
中
第
八

号
の
二
を
削
り
、
第
八
号
の
三
を
第
八
号
の
二
と
し
、

第
八
号
の
四
及
び
第
九
号
の
三
を
削
り
、
第
九
号
の
四

を
第
九
号
の
三
と
し
、
第
九
号
の
五
を
第
九
号
の
四
と

す
る
改
正
規
定
、
同
表
第
二
十
号
の
五
の
改
正
規
定
、

別
表
第
二
第
二
号
（
十
の
三
）
の
改
正
規
定
並
び
に
別

表
第
三
第
二
号
の
改
正
規
定
を
除
く
。
）
並
び
に
附
則

第
七
条
及
び
第
九
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行

す
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
八
条
　
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
こ
の
法

律
の
附
則
に
お
い
て
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る

場
合
に
お
け
る
こ
の
法
律
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に
対

す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
九
条
　
附
則
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
に
定
め
る
も
の
の

ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
た
め
必
要
な
経
過
措
置

は
、
政
令
で
定
め
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
六
月
一
二
日
法
律
第
一

〇
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
平
成
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
七
月
一
六
日
法
律
第
一

一
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
七
条
　
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
こ
の
附

則
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ

る
場
合
に
お
け
る
こ
の
法
律
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に

対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。

（
そ
の
他
の
経
過
措
置
の
政
令
へ
の
委
任
）

第
八
条
　
附
則
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
に
定
め
る
も
の
の

ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置

は
、
政
令
で
定
め
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
六
月
二
一
日
法
律
第
八

〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
一
二
月
二
二
日
法
律
第

一
二
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
六
月
二
七
日
法
律
第
九

六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月

を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら

施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、

当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
二
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
及
び
附
則
第
五
十
条

の
規
定
　
平
成
二
十
年
四
月
一
日

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
六
月
二
四
日
法
律
第
四

六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
五
月
二
〇
日
法
律
第
四

七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
六
月
一
七
日
法
律
第
六
八

号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
法
律
は
、
刑
法
等
一
部
改
正
法
施
行
日
か
ら
施

行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当

該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
五
百
九
条
の
規
定
　
公
布
の
日

1


